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本
號
で
は
、
中
国
の
古
文
字
學
者
陳
劍
の
主
要
な
論
考
を
紹
介
す
る
。
陳
氏
は

一
九
七
二
年
生
ま
れ
で
、
現
在
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
敎
授
で

あ
る
。
郭
店
簡
な
ど
戰
國
竹
簡
に
見
え
る
文
字
を
甲
骨
・
金
文
の
字
釋
に
積
極
的

に
活
用
す
る
手
法
を
導
入
し
、
現
在
の
古
文
字
學
會
を
リ
ー
ド
す
る
研
究
者
の
ひ

と
り
で
あ
る
。

「
據
郭
店
簡
釋
讀
西
周
金
文
一
例
」

本
論
文
は
、『
北
京
大
學
故
文
研
研
究
中
心
集
刊
』
二
（
北
京
燕
山
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
）
收
録
の
も
の
が
初
發
で
あ
る
が
、
本
提
要
で
は
著
者
の
『
甲
骨
金

文
考
釋
論
集
』（
繁
體
字
版
、
線
裝
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
收
録
の
も
の
を
使
用

し
て
い
る
。

著
者
陳
劍
は
、
二
一
世
紀
以
降
の
古
文
字
學
研
究
を
牽
引
す
る
研
究
者
の
一
人

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
。
陳
氏
の
研
究
手
法
の
特
長
と
し
て
、
郭
店
楚

簡
以
降
、
陸
續
と
獲
得
さ
れ
た
戰
國
期
の
出
土
文
字
史
料
を
利
用
し
、
甲
骨
文
や

金
文
の
再
解
釋
を
行
う
點
が
擧
げ
ら
れ
る
。

本
論
は
、
陳
氏
の
研
究
生
活
の
初
期
に
發
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
當
時
新

出
し
た
郭
店
楚
簡
を
利
用
し
て
よ
り
古
い
時
代
の
文
字
の
再
解
釋
を
行
う
と
い

う
、
そ
の
後
に
氏
の
名
を
高
ら
か
し
め
た
そ
の
研
究
手
法
を
基
礎
づ
け
た
も
の
で

あ
る
。

そ
れ
で
は
、
以
下
、
提
要
本
文
に
入
る
。

ま
ず
陳
氏
は
、
郭
店
楚
簡
獲
得
後
の
研
究
状
況
の
變
化
（
そ
の
後
、「
郭
店
楚

簡
イ
ン
パ
ク
ト
」
な
ど
と
稱
さ
れ
る
）
を
簡
單
に
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
研
究
が
從
來
判
讀
で
き
な
か
っ
た
古
文
字
や
楚
文
字
の
難
字
・
奇
字
の
よ
り
正

確
な
解
釋
に
有
效
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
、
郭
店
楚
簡
を
利
用
す
る
こ

と
で
そ
れ
よ
り
も
古
い
金
文
や
甲
骨
文
の
解
讀
に
も
新
し
い
知
見
を
も
た
ら
す
可

能
性
を
指
摘
す
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
A
何
尊

・
B
史
牆
盤

・
C
單
伯
鐘

・
D
長
由

・
E
交
鼎

・
F
義

蓋

に
見
え
る
字
形
（
こ
れ
ら
諸
器
と
は
別
に
、

評
者
の
言
と
し
て
、2003

年
に
發
見
さ
れ
た

盤
等
所
謂「

」關
連
諸
器
の「

」

と
隸
定
さ
れ
た
文
字
も
、
本
論
で
論
じ
て
い
る
文
字
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
）
を
と
り
あ
げ
る
。

陳
氏
は
、
當
該
字
を
「
辵
に
從
う

（
以
下
、
本
文
に
從
っ
て
「
△
」
と
表
記
）

聲
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
聲
符
で
あ
る
「
△
」
の
解
明
こ
そ
、
正
し
い
釋
讀

の
鍵
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

古
文
字
學
研
究
文
獻
提
要

〝
陳
劍
の
論
考
よ
り
〞
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「
△
」
に
つ
い
て
は
、
陳
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
古
く
か
ら
樣
々
な
解
釋
が
さ

れ
て
い
る
。
呉
大
徴
・
陸
心
源
の
「
來
」
説
、
方
濬
益
・
孫
詒
讓
の
「
朿
」
説
、

郭
沫
若
・
李
亞
農
の
「
木
」
説
な
ど
が
あ
る
が
、
陳
氏
は
こ
れ
ら
の
説
は
字
形
上

の
觀
點
か
ら
明
ら
か
に
成
立
せ
ず
、
ま
た
そ
れ
等
の
説
で
は
銘
文
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、す
で
に
今
日
で
は
指
示
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、

1970

年
代
の
何
尊
獲
得
後
に
張
政

が
△
を
「
𠦪
」
と
釋
し
、「
△
」
を
含
む
文

字
全
體
を
「
弼
」
と
釋
し
た
も
の
を
少
な
く
な
い
研
究
者
が
評
價
し
た
と
、「
△
」

に
關
す
る
研
究
史
を
整
理
す
る
。
陳
氏
は
、
こ
の
解
釋
に
つ
い
て
一
定
の
合
理
性

が
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、「
𠦪
」を
字
形
の
部
品
と
し
て
有
す
る
別
字
の
字
形
が
、

明
ら
か
に
「
△
」
と
は
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
近
年
別
の
説
が
提

示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
等
の
説
も
な
お
問
題
が
あ
り
、
未
だ
多
く
の
贊
同
者
を

得
て
い
な
い
と
ま
と
め
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
從
來
の
「
△
」
に
關
す
る
字
説
の
整
理
で
あ
る
が
、
陳
氏
は
こ

こ
で
郭
店
楚
簡
を
用
い
た
「
△
」
の
再
解
釋
に
論
を
進
め
る
。

ま
ず
陳
氏
は
、郭
店
楚
簡
『
緇
衣
』
篇
第
十
章
（
今
本
『
緇
衣
』
十
五
章
相
當
）

に
引
く
『
詩
』
小
雅
／
正
月
「
我
仇
仇
」、
同
第
二
十
一
章
（
今
本
十
九
章
相
當
）

に
引
く
『
詩
』
周
南
／
關
雎
「
君
子
好
逑
」
に
つ
い
て
、「
仇
」・「
逑
」
そ
れ
ぞ

れ
が
同
日
字
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
（
今
本
『
禮
記
』
緇
衣
に
引
か
れ
る
『
詩
』

で
は
「
仇
」
に
作
る
）
こ
と
か
ら
、
こ
の
兩
字
は
同
一
語
を
異
な
る
字
形
で
表
現

し
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
字
に
よ
く
似
た
も
の
が
包
山
楚
簡
に
あ
り
、

あ
る
學
者
が
郭
店
楚
簡
の
例
を
援
用
し
て
「
仇
」
と
釋
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

陳
氏
は
こ
れ
ら
楚
簡
に
見
え
る
△
に
類
似
し
た
字
形
と
△
と
を
比
較
し
、
楚
簡

の
字
形
は
△
に
比
べ
て
下
端
に
横
畫
が
一
つ
多
い
こ
と
、
ま
た
上
部
の
形
が
同
じ

で
は
無
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
相
違
點
に
つ
い
て
陳
氏
は
、
一
點
目
に
つ
い

て
は
古
文
字
の
字
形
に
よ
く
見
ら
れ
る
裝
飾
的
な
線
で
あ
る
と
し
、
二
點
目
に
つ

い
て
は
、
西
周
金
文
以
來
の
豐
富
な
例
を
擧
げ
、
こ
の
違
い
は
字
形
の
時
代
の
變

化
に
伴
う
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
。

そ
し
て
陳
氏
は
、
最
も
重
要
な
の
は
、
郭
店
楚
簡
の

・

字
形
が
「
仇
」

の
讀
音
と
ほ
ぼ
同
一
か
類
似
す
る
と
い
う
證
據
を
利
用
し
て
、「
△
」
を
聲
符
と

す
る
上
記
金
文
の
字
も
ま
た
「
仇
」
と
解
釋
で
き
、
銘
文
全
體
が
理
路
整
然
と
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
と
論
ず
る
。

次
に
陳
氏
は
、
當
該
字
を
「
仇
」
と
解
釋
す
る
こ
と
で
、
文
意
が
實
際
に
通
ず

る
こ
と
を
論
ず
る
。

ま
ず
、
上
述
の
當
該
字
を
含
む
三
器
に
つ
い
て
、
何
尊
「
克
仇
文
王
」・
史
牆

盤
「
仇
匹
厥
辟
」・
單
伯
鐘
「
仇
匹
文
王
」
と
そ
れ
ぞ
れ
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意

味
が
類
似
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
史
牆
盤
・
單
伯
鐘
の
「
匹
」
に
つ
い
て
、
裘
錫

圭
の
説
を
引
用
し
て
「
匹
配
」
と
す
る
の
が
よ
い
と
す
る
。
續
い
て
史
牆
盤
・
單

伯
鐘
の
「
仇
匹
」
の
連
語
に
つ
い
て
解
釋
を
行
い
、
そ
れ
ら
は
同
義
文
字
で
、
か

つ
傳
世
文
獻
中
に
兩
字
が
通
假
さ
れ
る
例
を
擧
げ
、
加
え
て
連
用
す
る
「
仇
匹
」

に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
使
用
例
を
擧
げ
る
。

さ
ら
に
陳
氏
は
、「
仇
」
と
「
匹
」
に
つ
い
て
議
論
を
掘
り
下
げ
る
。
ま
ず
、

傳
世
文
獻
で
君
臣
關
係
を
記
す
際
に
「
仇
」・「
匹
」・「
妃
（
配
）
耦
（
偶
）」
等

の
語
で
記
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
こ
の
點
に
つ
い
て
既
に
張
政

が
論
じ
て
い
る

こ
と
を
、
氏
の
論
を
引
用
し
て
、
傳
世
文
獻
で
用
い
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
表
現
は
、

金
文
で
は
「
仇
」・「
仇
匹
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
意
味
は
張
氏
が
述
べ
る
よ

う
に
「
國
の
重
臣
を
王
と
を
匹
耦
す
る
」・「
君
臣
遭
際
し
て
自
ら
匹
合
す
る
の
意
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味
」
で
あ
る
と
す
る
。

次
に
議
論
は
、
義

蓋
の
「
仇
」
字
に
つ
い
て
の
解
釋
に
轉
ず
る
。

ま
ず
陳
氏
は
、
義

蓋
に
大
射
の
儀
禮
に
關
連
し
て
記
さ
れ
る
當
該
の
「
仇
」

に
つ
い
て
、「
匹
」
と
訓
じ
て
「
仇
匹
」
と
釋
す
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
し
て
射
禮

一
般
に
つ
い
て
、
射
の
競
技
に
參
加
す
る
人
を
「
仇
」
と
記
し
、
ペ
ア
と
な
っ
て

射
を
行
う
相
手
方
を
「
耦
」
と
稱
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
氏
は
『
儀
禮
』
郷
射
禮
と
大
射
儀
に
、
射
禮
中
の
中
心
と
な
る
二
回
目
の

射
で
主
人
と
賓
客
と
を
「
耦
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
述
べ
、
以
下
射
禮
競
技
の
實
施
手

順
を
整
理
す
る
。
さ
ら
に
。『
禮
記
』
投
壺
と
『
大
戴
禮
』
投
壺
に
、
競
技
の
主

人
側
と
賓
客
側
と
を
分
け
て
る
名
稱
に
「
主
黨
」・「
賓
黨
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
同
樣
に
射
禮
競
技
の
主
人
側
・
賓
客
側
そ
れ
ぞ
れ
參
加
人
員
は
一
人
だ
け
と

言
う
こ
と
は
な
く
、そ
れ
ぞ
れ
一
群
の
集
團
が
參
加
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
無
論
、

西
周
期
の
射
禮
は
後
代
の
儀
禮
書
が
記
す
そ
れ
と
は
完
全
に
一
致
し
な
い
と
し
つ

つ
、
全
體
と
し
て
そ
れ
ら
の
儀
禮
書
に
よ
っ
て
大
體
の
と
こ
ろ
は
確
認
で
き
る
と

す
る
。
そ
し
て
義

蓋
銘
文
に
記
さ
れ
る
射
禮
競
技
に
つ
い
て
分
析
を
行
い
、
周

王
側
を
「
主
黨
」、
邦
君
・
諸
侯
側
を
「
賓
黨
」
と
し
て
實
施
さ
れ
た
と
す
る
。

そ
し
て
、
射
禮
中
に
相
手
方
の
人
員
を
「
仇
」
と
稱
す
る
事
例
に
つ
い
て
、『
詩
』

小
雅
／
賓
之
初
筵
「
賓
載
手
仇
」
を
例
に
擧
げ
、
主
人
が
賓
客
側
で
選
拔
し
た
人

員
を
「
賓
黨
」
と
稱
し
、
對
し
て
主
人
側
の
選
拔
人
員
を
「
主
黨
」
と
稱
し
た
こ

と
を
整
理
す
る
。
そ
し
て
、義

蓋
銘
文
の
「
仇
」
の
解
釋
に
戻
り
、「
衆
于
王
仇
」

に
つ
い
て
、
大
射
の
際
に
周
王
側
の
人
員
と
し
て
選
拔
さ
れ
た
と
解
す
る
。

こ
れ
ら
の
論
據
を
踏
ま
え
、陳
氏
は
義

蓋
銘
文
の「
仇
」は
賓
之
初
筵
の「
仇
」

の
用
法
を
適
用
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
長
由

に
書
か
れ
て
い

る
射
禮
の
「
仇
」
も
同
樣
に
「
匹
」
と
訓
じ
る
べ
き
だ
と
し
、
義

蓋
の
「
仇
」

も
た
だ
の
作
用
動
詞
で
は
な
く
「
補
助
」
の
意
味
と
な
り
、
長
由

の
「
仇
次
」

に
つ
い
て
も
「
補
助
」
の
意
味
と
な
る
と
ま
と
め
る
。

こ
れ
ら
西
周
期
の
射
禮
に
つ
い
て
整
理
檢
討
を
加
え
た
後
、
長
由

銘
文
中
の

「

」
字
に
對
し
て
檢
討
を
行
う
。
そ
の
中
で
、
郭
店
楚
簡
の
字
形
と
の
比
較
で

金
文
中
の
「

」
及
び
「

」
に
從
う
字
形
は
、「
單
」
字
で
あ
り
、「

」
は
そ

の
繁
文
で
あ
る
こ
と
を
論
證
し
、
交
鼎
の
銘
文
を
「
交
從
戰
、
仇
次
王
」
と
隸
定

し
、長
由

の
「
仇
次
井
伯
」
と
同
じ
構
造
で
「
王
を
佐
助
す
る
」
と
解
す
。
ま
た
、

「
仇
」
を
「
匹
」
と
訓
ず
る
の
は
、『
詩
』
秦
風
／
無
衣
「
與
子
同
仇
」
と
同
じ
く
、

戰
爭
に
お
け
る
敵
方
と
相
對
す
る
我
が
方
の
人
員
を
指
す
も
の
と
す
る
。

陳
氏
は
、
以
上
の
檢
討
に
よ
っ
て
、
金
文
に
見
え
る
「
△
」
字
の
讀
音
と
意
味

に
關
す
る
問
題
が
解
明
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
る
が
、
楚
簡
の
當
該
字
に
つ
い
て
は

ま
だ
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
檢
討
を
行
っ
て

い
る
。

ま
ず
、
從
來
の
讀
音
か
ら
の
隸
定
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
字
形
自
體

か
ら
の
隸
定
を
試
み
る
。
そ
し
て
一
見
す
る
と
「
來
」
に
類
似
し
て
い
る
と
し
な

が
ら
、
こ
れ
は
根
據
が
薄
い
と
し
て
排
除
す
る
。
そ
の
中
で
、
字
形
の
類
似
を
根

據
に
隸
定
作
業
を
行
う
こ
と
の
危
險
性
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
同
一
あ
る
い
は

類
似
す
る
字
形
で
異
な
る
語
を
表
現
す
る
例
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
と
す
る

（
提
要
者
：
無
論
陳
氏
の
こ
の
指
摘
は
、
楚
簡
の
み
な
ら
ず
古
文
字
を
隸
定
す
る

際
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
）。

當
該
字
に
つ
い
て
、「
棗
」
の
省
形
に
類
似
し
「
棗
」
を
聲
符
と
し
て
「
仇
」

に
通
じ
る
と
す
る
説
を
引
く
。陳
氏
は
こ
の
説
か
ら
發
想
を
借
り
て
、「
△
」と「
棗
」
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一
六
四

の
字
形
と
讀
音
上
の
關
連
性
を
重
視
し
、
後
文
で
檢
討
を
加
え
て
い
る
。

こ
こ
で
議
論
は
別
に
飛
び
、「
△
」
と
「
𠦪
」
の
關
連
に
移
る
。

ま
ず
陳
氏
は
、
文
字
に
關
す
る
使
用
状
況
な
ど
を
總
合
的
に
判
斷
し
た
結
果
、

「
△
」
は
「
𠦪
」
の
分
化
し
た
文
字
で
あ
る
と
し
た
。

こ
の
説
に
つ
い
て
、ま
ず
「
𠦪
」
は
古
文
字
中
に
よ
く
見
ら
れ
る
字
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
で
そ
の
解
釋
に
は
諸
説
あ
り
、
一
定
の
解
が
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と

研
究
史
を
振
り
返
る
。
そ
し
て
、
甲
骨
金
文
中
に
は
、「
祈
求
」
の
意
味
で
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
冀
小
軍
氏
の
「
禱
」
と
解
釋
す
る
説
が
有
力
に
な
っ

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、「
𠦪
」
と
「
△
」
の
關
係
に
つ
い
て
整

理
す
る
。

ま
ず
、「
𠦪
」
と
「
△
」
の
字
形
上
の
關
係
を
述
べ
る
。
古
文
字
中
で
の
「
𠦪
」

の
字
形
は
多
く
の
類
例
が
あ
る
が
、
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
「

」「

」
系
統

の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
△
」
に
比
べ
て
「
𠦪
」
の
字
形
は
、
中
間
部

分
の
分
枝
が
左
右
に
一
畫
ず
つ
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
金
文
の
「
𠦪
」
字

形
を
擧
げ
、
甲
骨
文
に
存
在
し
た
中
間
部
分
の
分
枝
が
省
略
さ
れ
た
字
形
が
存
在

す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
用
法
も
「
△
」
と
接
近
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
點
か
ら
「
𠦪
」

と
△
と
が
一
字
で
あ
っ
た
も
の
の
後
に
分
化
し
た
字
形
で
あ
る
證
據
と
見
な
す
。

次
に
、「
𠦪
」
と
「
△
」
の
讀
音
上
の
密
接
な
關
係
に
つ
い
て
記
す
。「
△
」（
陳

氏
は
「
仇
」
と
釋
す
）
字
と
「
𠦪
」
字
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
韻
母
は
幽
部
の
字

で
あ
り
、
聲
母
に
つ
い
て
は
「
仇
」
は
見
系
群
母
、「
禱
」
は
端
系
端
母
の
字
で

あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
禱
」
の
聲
符
で
あ
る
「
壽
」
に
つ
い
て
照
三
禪
母
で
あ

り
、「
壽
」
を
聲
符
に
持
つ
字
は
、
端
系
と
照
三
系
の
兩
方
に
存
在
し
、
ま
た
見

系
と
通
假
の
關
係
に
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
上
古
音
で
は
こ
れ
ら

の
文
字
の
聲
母
が
共
通
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、

「
△
（
仇
）」
と
「
𠦪
」
の
聲
母
の
關
係
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
た

も
の
で
あ
り
、
最
初
期
に
は
兩
字
の
聲
母
が
接
近
し
て
お
り
、
そ
の
後
讀
音
が
そ

れ
ぞ
れ
に
分
か
れ
、
聲
母
も
分
化
し
た
と
す
る
。

以
上
が
、
陳
氏
の
西
周
金
文
中
の
「
△
」
と
「
辵
」
に
從
い
、「
△
」
を
聲
符

と
す
る
い
く
つ
か
の
字
が
「
仇
」
と
解
釋
で
き
、
竝
び
に
字
形
と
讀
音
の
兩
面
か

ら
「
△
」
が
「
𠦪
」
か
ら
分
化
し
て
別
字
に
な
っ
た
こ
と
の
論
證
と
す
る
。
陳
氏

は
そ
の
後
こ
れ
ら
の
文
字
は
「
求
」
聲
の
も
の
に
兼
併
さ
れ
て
し
ま
っ
た
結
果
、

淘
汰
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
そ
の
根
據
と
し
て
、戰
國
〜
前
漢
の
出
土
文
字
中
に
、

同
義
の
語
と
し
て
「
求
」
と
「
△
」
を
そ
れ
ぞ
れ
聲
符
と
す
る
文
字
が
併
存
し
て

い
た
こ
と
を
擧
げ
、
結
論
と
し
て
、
冒
頭
に
擧
げ
た
諸
字
形
は
皆
、「
逑
」
と
解

釋
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
の
議
論
と
し
て
、「
棗
」
と
傳
抄
古
文
字
中
の
「
奏
」・「
墺
」
の
偏
旁
と
、

同
じ
く
傳
承
古
文
字
中
の
「
就
」
と
「
𠦪
」・「
△
」
字
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
い

さ
さ
か
の
推
論
を
述
べ
る
段
に
移
る
。

ま
ず
、「
棗
」
の
字
形
に
つ
い
て
分
析
を
行
い
、『
説
文
解
字
』
の
解
釋
に
は
問

題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
古
文
字
の
字
形
の
分
析
を
行
い
、
字
形
に
「
𠦪
」
と

の
關
係
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
兩
字
の
讀
音
も
近
く
、「
棗
」
は
「
𠦪
」
か
ら
分

化
し
た
文
字
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
變
化
は
「
𠦪
」
か
ら
「
△
」
が
分
化

し
た
も
の
と
平
行
し
て
變
化
し
た
と
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
兩
字
の
變
化
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
歴
史
的
な
時
期
に
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
す
る
。
西
周
早
期
に
は
既
に
「
𠦪
」
か
ら
「
△
」
は
完
全
に
分
化
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し
た
と
み
な
し
（
た
だ
し
、
編
集
子
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
こ
の
部
分
は
修
正
を
要

す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
）、「
棗
」
の
分
化
は
早
く
て
も
西
周
晩
期
を
遡
る
こ
と

は
な
い
と
す
る
。

次
に
「
奏
」
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る
。
傳
抄
系
古
文
字
書
籍
類
の
用
例
「

」

を
擧
げ
、「
收
」
と
「
𠦪
」
に
從
う
字
形
と
し
、「
收
」
を
除
い
た
左
半
「

」

を
「
△
」
の
簡
・
省
形
と
み
な
し
た
。
ま
た
傳
抄
系
古
文
字
書
籍
類
の
「

」

に
類
似
し
た
字
形
を
共
有
す
る
文
字
と
し
て
「
墺
（

）」
を
擧
げ
、讀
音
が
「
△
」

と
比
較
的
近
似
す
る
こ
と
、
ま
た
右
辺
「

」
の
上
半
分
が
と
「
△
」
の
そ
れ

が
類
似
し
た
形
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。そ
し
て
、李
家
浩
説
を
參
照
し
て「
△
」

と
「
奏
」・「
墺
」
の
字
形
の
變
化
も
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
變
化
が
あ
り
得
た
か
に
つ
い
て
、陳
氏
は
「

」
字
の
異
體
字
「

」
を
例
に
と
り
あ
げ
る
。
そ
れ
ら
の
異
體
字
の
上
半
分
は
、「

」

の
省
・
簡
字
形
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
變
化
し
た
各
種
の
状
況
か
ら
、「
△
」
と
「

」・「

」
字
形
の
關
係
も
證
明
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

最
後
に
、『
汗
簡
』
な
ど
の
傳
抄
系
古
文
字
書
籍
に
「
就
」
の
小
文
字
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
い
る
幾
つ
か
の
字
「　

」・「　

」
を
採
り
上
げ
、
そ
れ
れ
は
本
論

冒
頭
に
擧
げ
た
金
文
字
形
に
類
似
し
て
い
る
と
指
摘
し
、そ
れ
ら
も
ま
た
「
辵
△
」

か
ら
變
化
し
た
も
の
と
す
る
。「
辵
△
」
は
、
金
文
で
は
「
仇
」
の
義
で
使
用
さ

れ
る
が
、「
仇
」
と
「
就
」
は
幽
部
の
字
で
あ
る
も
の
の
、聲
母
は
大
き
く
異
な
る
。

「
△
」を
聲
符
と
す
る
文
字
で
西
周
金
文
や
戰
國
楚
簡
で
は
舌
根
音
の「
仇
」字
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て
齒
頭
音
の
「
就
」
の
發
音
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の

か
の
解
釋
は
難
し
い
と
し
、
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
結
ぶ
。

な
お
、「
辵
△
」
字
に
つ
い
て
は
、
馬
越
靖
史
「
金
文
通
解
：
뎾
盤
」（『
漢
字

學
研
究
』
第
三
號
、
二
〇
一
五
年
）
も
參
照
さ
れ
た
し
。

（
山
田
崇
仁
）

「
釋
〝
琮
〞
及
相
關
諸
字
」

本
論
は
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
武
漢
大
學
で
開
か
れ
た
「
中
國
簡
帛
學
國
際
論

壇
二
〇
〇
六
」
で
發
表
さ
れ
、『
甲
骨
金
文
考
釋
論
集
』（
綫
裝
書
局
、
二
〇
〇
七

年
）
に
收
め
ら
れ
た
。

「
琮
」〈tsû ŋ

精
紐
冬
部
〉
字
の
象
形
初
文
（
玉
琮
を
上
か
ら
見
下
ろ
し
た
形
、
ま

た
は
輪
切
り
に
し
た
形
を
象
る
）
と
目
さ
れ
る
「

・

」
お
よ
び
そ
れ
を
聲
符

と
す
る
諸
字
が
通
假
し
て
、「
崇
」〈dzruŋ

崇
紐
冬
部
〉「
寵
」〈rhoŋ

透
紐
東
部
〉「
造
」

〈dzû 

從
紐
幽
部
〉「
從
」〈tshoŋ

從
紐
東
部
〉「
簪
」〈tsrəm

精
紐
侵
部
〉「
宗
」〈dzû ŋ

精

紐
冬
部
〉「
憯
」〈tsh ə̂m

清
紐
侵
部
〉
な
ど
と
解
釋
で
き
る
實
例
を
提
示
し
、
ま
た
そ

の
こ
と
が
上
古
音
の
韻
部
の
分
合
を
考
え
る
上
で
參
考
に
な
る
こ
と
を
述
べ
る
。

な
お
冬
部
と
東
部
と
は
い
わ
ゆ
る
旁
轉
（
韻
母
が
異
な
る
、
特
に
主
母
音
）
の
關

係
で
あ
り
、
幽
部
は
冬
部
に
對
す
る
陰
聲
韻
部
（
い
わ
ゆ
る
陰
陽
對
轉
の
關
係
）

で
あ
り
、
侵
部
と
冬
部
は
韻
尾
が
異
な
る
（
こ
れ
も
旁
轉
）
が
、
ま
た
こ
の
兩
部

は
通
假
す
る
こ
と
が
多
く
、
分
け
ず
に
同
部
と
み
な
す
說
が
あ
る
。
上
記
の
擬
音

はOCM

＊
に
據
る
。

全
体
は
六
節
に
分
か
れ
て
お
り
、ま
ず
一
の
「
從
戰
國
楚
簡
中
的
幾
個
字
說
起
」

で
、郭
店
楚
簡
の

字
や
そ
れ
に
類
す
る
字
（
後
述
す
る
金
文
の

に
あ
た
る
）

が
、「
從
」「
宗
」「
簪
」
と
讀
め
る
の
で
、
上
古
音
研
究
の
參
考
と
な
る
こ
と
を

い
う
。
二
の
「
金
文
〝

〞
字
及
相
關
諸
字
」
で
は
、こ
れ
ら
の
字
が
「
め
ぐ
む
」

意
の
「
寵
」
や
、「
つ
く
る
」
意
の
「
造
」
と
讀
め
る
こ
と
を
い
う
。
三
の
「
殷
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一
六
六

墟
甲
骨
文
和
〝
文
王
玉
環
〞
的
〝

〞
和
〝

〞
字
及
相
關
諸
字
」
で
は
、
こ
れ

ら
の
字
が
、
地
名
・
人
名
・
國
族
名
と
し
て
用
い
ら
れ
、
古
書
中
の
「
崇
」
で
あ
り
、

そ
の
地
は
今
の
河
南
嵩
縣
附
近
で
あ
る
と
す
る
。
四
の
「
金
文
〝

〞
字
」
で
は
、

こ
の
字
形
が
「
琮
」
の
古
字
で
あ
る
こ
と
を
い
い
、
五
の
「〝

〞
字
の
造
字
本

義
試
探
」
で
、
そ
れ
が
玉
琮
の
象
形
初
文
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
以
上
そ
れ
ぞ
れ

多
く
の
用
例
を
引
き
、
詳
細
に
考
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
六
「
本
文
論
點

小
結
」
に
、
上
記
の
順
序
を
少
し
變
え
て
主
張
が
簡
潔
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
以

下
に
そ
れ
を
引
く
。

甲
骨
金
文
の
「

」
字
は
「
琮
」
の
「
表
意
初
文
」（
五
の
「
造
字
本
義
試
探
」

の
中
で
は
「
象
形
初
文
」
と
い
う
）
で
あ
る
。
そ
の
簡
體
「

」
に
意
符
「
玉
」

を
加
え
る
と
、
金
文
の
「

」
宇
と
な
り
、
こ
れ
は
「
琮
」
の
古
字
で
あ
る
。

「

」
と
そ
の
簡
體
「

」
は
、
殷
墟
甲
骨
文
・
殷
代
金
文
・
周
初
文
王
玉
環

中
で
は
、地
名
・
人
名
・
國
族
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
つ
ま
り
古
書
中
の
「
崇
」

で
あ
り
、
そ
の
地
は
今
の
河
南
嵩
縣
附
近
で
あ
る
。

「

」
と
そ
の
簡
體
「

」
を
聲
符
と
す
る
「

」「

」「

」「

」「

」

な
ど
の
字
は
、
殷
代
と
西
周
金
文
中
で
は
、
時
に
は
「
寵
」（
め
ぐ
む
）、
時
に

は
「
造
」（
つ
く
る
）
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

〝

〞
字
の
戰
國
楚
簡
中
に
お
け
る
變
體
と
省
體
は
、
郭
店
と
上
博
簡
《
緇
表
》

中
で
は
「
從
容
」
の
「
從
」
と
讀
む
。
上
博
簡
《
周
易
》
中
で
は
「
簪
」「
宗
」

（
傳
世
文
獻
で
の
表
記
）
の
字
と
通
じ
る
。
新
蔡
簡
で
は
、
義
は
「
速
し
」
で

あ
り
、「
憯
」
と
讀
む
。
殷
墟
甲
骨
文
に
お
い
て
副
詞
と
な
る
「

」
字
も
お

そ
ら
く
「
憯
」
と
讀
み
、
義
は
「
速
し
」
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
實
例
を
踏
ま
え
て
、

「

・

」
を
聲
符
と
す
る
古
文
字
資
料
が
表
わ
す
讀
音
を
觀
察
す
る
と
、
そ

の
聲
母
は
多
く
が
齒
音
（『
廣
韻
』
の
精
系
・
照
二
系
聲
母
）
で
あ
り
、
韻
部

は
冬
・
侵
・
幽
・
東
な
ど
幾
つ
も
の
部
に
分
か
れ
る
。
知
っ
て
の
通
り
、
上
古

冬
部
が
獨
立
し
て
い
た
の
か
否
か
、
冬
・
東
兩
部
と
冬
・
侵
兩
部
の
分
合
關
係

な
ど
の
問
題
は
、
古
音
學
者
の
見
方
が
ま
だ
完
全
に
は
一
致
し
て
お
ら
ず
、
說

に
大
き
な
隔
た
り
が
存
在
す
る
。

本
論
文
の
古
文
字
中
の
「

・

」
と
こ
れ
を
聲
符
と
す
る
字
の
釋
讀
は
、
古

音
學
に
關
す
る
問
題
の
議
論
を
前
に
進
め
る
の
に
、
多
く
の
資
料
を
提
供
し
て

い
る
。

と
結
ん
で
い
る
。

＊ Schuessler ,Axel

（
許
思
萊
）　M

inim
al O
ld Chinese and later Han 

Chinese : a com
panion to G

ram
m
ata serica recensa

（ABC Chinese 

dictionary series / Victor H
. M
air, general editor

）U
niversity of 

H
aw
ai ʿi Press, c2009

（
村
上
幸
造
）

「
釋
上
博
竹
書
《
昭
王
毀
室
》
的
〝
幸
〞
字
」　

上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
簡
四
、「
昭
王
毀
室
」
篇
、
第
三
簡
に
見
え
る
、
通

説
で
は
「
逆
」
と
釋
さ
れ
て
い
る
字
の
表
記
法
の
考
察
を
通
し
て
、
簡
文
の
内
容

に
迫
る
論
文
で
あ
る
。
初
出
は
中
國
文
字
學
會
・
河
北
大
學
漢
字
研
究
中
心
編『
漢

字
研
究
』
第
一
輯
（
學
苑
出
版
社
、二
〇
〇
五
年
）。
こ
こ
で
は
『
戰
國
竹
書
論
集
』

（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
所
收
の
も
の
に
據
っ
た
。

冒
頭
に
、
自
説
を
ふ
ま
え
な
が
ら
全
文
を
擧
げ
、
文
獻
批
判
を
す
る
。（
結
論
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部
分
に
至
っ
て
必
要
で
あ
る
の
で
、長
文
で
は
あ
る
が
訓
読
文
を
示
す
。筆
者
注
）。

昭
王
室
を
死
湑
の
淲
（
ほ
と
り
）
に
爲
り
、
室
既
に
成
り
、
將
に
之
を

格
（
落
）
せ
ん
と
す
。
王
邦
の
大
夫
に
誡
（
つ
）
げ
以
て
럵
（
酒
）
す
。

既
（
お
わ
）
り
、
釁
（
맃
）
し
て
之
を
落
（

）
せ
ん
と
す
、
王
入
り
て

將
に
格
せ
ん
と
す
る
に
、
一
君
子
の
喪
服
に
て
廷
を
蹣
（
こ
）
え
、
將
に
閨

に
跖
（
ゆ
）
か
ん
と
す
る
者
あ
り
。
稚
人
之
を
止
め
て
曰
う
「
君
王
始
め
て

室
に
入
る
に
、
君
の
服
を
し
て
以
て
進
む
べ
か
ら
ず
」
と
。
止
ま
ら
ず
し
て

曰
う
「
小
人
の
告

す
る
や
將
に
今
日
を
專
ら
に
せ
ん
と
す
。
尔
小
人
を
止

め
ん
と
せ
ば
、
必
ず
小
人
將
に
寇
を
招
か
ん
」
と
。
稚
人
敢
て
止
め
ず
。
閨

に
至
る
。
卜
令
尹
陳
省
見
日
（
と
り
つ
ぎ
）
爲
り
。
告
ぐ
。「
僕
の
君
王
を

辱
か
し
む
る
毌
し
。
不

に
も
、
僕
の
父
の
骨
此
の
室
の
階
下
に
在
り
、
僕

將
に
亡
老
を

せ
ん
と
す
。
以
て
僕
の
得
ざ
れ
ば
、僕
の
父
母
の
骨
を
並（
あ

わ
）
せ
て
自
쑟
（
し
き
ち
）
に
私
せ
ん
と
す
」
と
。
卜
令
尹
之
の
告
を
爲

さ
ず
。「
君
僕
の
告
を
爲
さ
ざ
れ
ば
、
僕
將
に
寇
を
招
か
ん
」。
卜
令
尹
こ

の
告
を
爲
す
。
曰
う
「
뭼
れ
其
れ
尔
の
葬
を
知
ら
ず
、
尔
安
ぞ
既
に
落
す
る

を
須
た
ん
。
事
に
從
え
」
と
。
王
居
を
徒
し
、
卒
に
以
て
大
夫
を
平
漫
に

て
飲
酒
せ
し
め
、
因
っ
て
至
俑
に
命
じ
て
室
を
毀
た
し
む
。

續
い
て
「
昭
王
毀
室
」
篇
の
整
理
者
に
よ
る
内
容
の
概
括
を
擧
げ
、

昭
王
が
新
宮
の
建
成
後
、
大
夫
と
飲
酒
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
喪
服
の
人

が
廷
中
に
押
し
入
り
、
訴
え
て
説
う
に
は
、「
父
母
の
屍
骨
を
新
宮
の
階
の

前
に
埋
葬
し
て
い
る
が
、
現
新
宮
が
建
成
さ
れ
れ
ば
、
父
老
の
祭
祀
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
」
と
、
昭
王
は
こ
れ
を
聞
い
て
た
だ
ち
に
室
を
毀
た

せ
た
。

と
あ
る
も
の
に
注
目
し
て
、
以
下
お
よ
そ
五
つ
の
項
目
に
別
け
て
論
を
進
め
て

い
る
。

　
〔
ⅰ
〕
父
母
の
屍
骨
の
合
葬

こ
の
概
括
で
は
、「
新
宮
の
階
の
前
に
父
母
の
屍
骨
を
埋
葬
し
て
い
る
」
と

す
る
が
、
本
篇
に
は
「
父
の
屍
骨
を
埋
葬
し
て
い
る
」
と
し
か
言
わ
ず
、
喪
服

の
人
が
王
に
見
（
ま
み
）
え
る
目
的
は
、「
父
母
の
屍
骨
」
の
合
葬
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
、「
父
母
の
屍
骨
」
が
一
所
に
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
本
篇
の
内

容
に
つ
い
て
は
文
獻
中
の
以
下
の
三
つ
の
故
事
と
比
較
で
き
る
。

1
．『
禮
記
』
檀
弓
上
「
季
武
子
寝
を
成
る
。
杜
氏
の
葬
、
西
階
の
下
に
在
り
、

合
葬
を
請
う
。之
れ
を
許
す
。入
宮
し
て
敢
て
哭
せ
ず
」。武
子
は
曰
う「
合

葬
は
古
に
非
ざ
る
も
。
周
公
よ
り
以
来
，
未
だ
之
れ
を
改
む
る
こ
と
有
ら

ず
。
吾
れ
其
れ
大
許
し
て
、
其
の
細
を
許
さ
ざ
れ
ば
，
何
を
か
居
ら
ん
」。

2
．『
晏
子
春
秋
』
巻
二
内
篇
諌
下
「
景
会
路
寝
臺
成
、
逢
于
何
願
合
葬
、
晏

子
諌
而
許
。
第
二
十
」

3
．『
晏
子
春
秋
』
巻
七
外
篇
上
第
七
「
景
公
臺
成
盆
成
造
願
合
葬
其
母
晏
子

諌
而
許
。
第
十
一
」

　
〔
ⅱ
〕

字
の
「
倒
矢
」
形
と
し
て
の
解
釋

整
理
者
は
、
第
三
簡
に
見
え
る

字
を
隷
定
し
て

に
作
る
。
釋
讀
の
斷
句
は

「
僕
之
母
（
毋
）
辱
君
王
不

（
逆
）、
僕
之
父
之
骨
才
（
在
）
於
此
室
之
階
下
」

と
す
る
。

字
の
考
釋
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

犬
に
从
う
、

聲
。
讀
ん
で
逆
と
な
す
。
不
逆
は
君
子
の
謙
遜
す
る
稱
、
不

逆
の
君
は
即
ち
有
道
の
君
。『
晏
子
』
問
下
に
「
君
子
不
逆
の
君
を
懐
う
」

と
あ
る
。
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思
う
に
、
此
の
簡
文
の

字
の
左
半
が
從
う
の
は
「

」
で
は
な
い
。
舊
来
の

戦
國
文
字
の
な
か
に
は
少
な
か
ら
ず
こ
の
左
半
が
「

」
旁
と
近
し
い
も
の
が
あ

り
、
此
の
字
が
「

」
に
從
う
と
い
う
錯
覚
を
暗
に
與
え
て
き
た
。
確
か
に
、
三

晋
系
の
「

」
旁
の
字
例
で
は
、
あ
る
も
の
は
倒
置
し
た
大
の
中
間
に
一
小
點
を

加
え
て
飾
筆
す
る
。
小
點
は
ま
た
演
變
し
て
一
横
画
と
な
り
、

（
逆
、
侯
馬

盟
書156.2

）
な
ど
は
、
此
の
簡
文
の
左
半
と
大
變
近
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
楚
系
文
字
に
あ
っ
て
は
、「

」
旁
の
表
記
法
は
上
に
擧
げ

た
字
形
と
甚
だ
異
な
る
。
楚
系
文
字
の
「

」
旁
の
獨
特
の
表
記
法
は
毛
字
に
大

變
近
く
、
三
晋
系
の
文
字
と
は
大
差
が
あ
る
。
た
と
え
ば
曾
侯
乙
墓
簡
十
三
の
逆

字
は
舊
来
𨑺
（

）
と
釋
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
郭
店
楚
簡
（
性
自
命
出
十
一
）

の
逆
字
は
、

（

）
と
さ
れ
て
き
た
。

實
の
と
こ
ろ
先
に
擧
げ
た「
昭
王
毀
室
」の

字
の
左
半
の
從
う
と
こ
ろ
は「
矢

の
倒
置
さ
れ
た
（
以
下
原
文
に
従
っ
て
倒
矢
と
す
る
。
筆
者
注
）」
形
で
あ
る
。

楚
系
文
字
に
は
「
倒
矢
」
形
と
、「
倒
矢
」
形
に
從
う
字
は
大
變
多
い
。

字
形
の
例
を
見
れ
ば
、「
倒
矢
」
形
の
矢
鏃
形
の
前
端
の
飾
筆
に
加
え
ら
れ
た

小
點

（
上
海
簡
「
孔
子
詩
論
」
二
二
）
が
演
變
し
て
、
小
さ
く
短
い
横
画
、

あ
る
い
は
長
い
一
横
画

（
同
「
容
成
氏
」
一
八
）
と
な
る
軌
跡
を
清
楚
に
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

楚
系
文
字
の
「
倒
矢
」
形
の
字
は
、
矢
の
字
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
て
お
り
、
も

し
こ
の
類
の
倒
矢
形
の
字
が
他
の
地
域
の
「

」
旁
と
相
似
し
て
い
た
と
し
て
も
、

前
掲
の
楚
系
文
字
中
の
「

」
旁
と
は
、
明
確
な
區
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

上
文
の
分
析
か
ら
知
る
よ
う
に
、
此
の
簡
文
の

字
は
實
の
と
こ
ろ
、
左
偏
は

「
倒
矢
」
に
從
い
、
右
旁
は
「
犬
」
に
從
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圅
皇
父
鼎
（

）、
毛
公
鼎
（

）
に
見
え
る
「
圅
」
字
の
「
倒
矢
」
形
が

演
變
し
て
「
𢆉
」
形
と
な
る
の
に
倣
い
、
此
の
字
の
隷
定
は
「
倒
矢
」
形
の

「

」
に
作
る
べ
き
で
あ
る
。

　
〔
ⅲ
〕「

」
は
「
幸
」
字
で
あ
る
。

「
幸
」
字
は
古
文
字
資
料
中
に
は
見
え
な
い
が
、『
説
文
解
字
』
巻
十
下
、
夭
部

に
は
𡴘
字
が
あ
り
、

吉
に
し
て
凶
を
免
ぜ
ら
る
こ
と
。

に
從
い
夭
に
從
う
。
夭
は
死
す
る
事
。

故
に
死
を
不
𡴘
と
謂
う
。

と
あ
る
。
こ
の
『
説
文
解
字
』
の
「
幸
」
字
に
對
す
る
偏
旁
の
分
析
は
、
元
来

の
表
記
法
と
は
合
わ
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。『
説
文
解
字
』
学
者
は
、
漢
の

時
代
の
「
幸
」
字
の
字
形
か
ら
、「
犬
と
羊
に
從
う
」
と
い
う
が
、
隷
書
の
「
幸
」

字
の
例
（

）
を
見
て
み
る
と
、
下
半
は
往
々
に
し
て
羊
で
は
な
い
。

『
玉
篇
』
夭
部
の
𠂷
に
「
今
宰
に
作
る
。
其
の
下
半
は
ま
た
𢆉
に
作
る
」
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
た
「
圅
」
字
中
の
「
倒
矢
」
形
を
「
𢆉
」
に
作
る
こ
と
か
ら

し
て
、「
幸
」
字
の
下
半
を
「
羊
」
と
分
析
す
る
の
は
、
恐
ら
く
元
来
の
表
記
法

と
合
わ
ず
、「
幸
」
の
字
の
下
半
が
本
来
は
「
倒
矢
」
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
「
欮
」
字
の
、
演
變
後
の
表
記
形
體
を
示
す
有
力
な
證
し
と
な
る
。

　
〔
ⅳ
〕
西
周
金
文
中
の
「

」
字
と
の
對
比

師
湯
父
鼎
の
欮
字

の
左
邊
は
一
本
の
矢
が
地
に
倒
植
す
る
象
形
で
あ
る
こ
と

は
、己
に
多
數
の
研
究
者
の
公
認
を
得
て
い
る
。『
説
文
解
字
』
巻
七
下
、疒
部
に
、

瘚
、

气
な
り
。
从
疒
从

从
欠
。
欮
，
瘚
の
或
體
は
疒
を
省
く
。

と
あ
り
、
孫
詒
讓
の
分
析
す
る
金
文
の
「
欮
」
字
の
字
形
は
、『
説
文
解
字
』
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の
「
从

从
欠
」
の
説
に
依
拠
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
左
半
の
「

」
と
西

周
金
文
の
「

」
は
明
ら
か
に
同
じ
で
な
く
、
呉
其
昌
が
い
う
、「
欮
」
字
は
「
一

本
の
矢
が
地
に
倒
植
す
る
象
形
、
字
の
左
半
は
倒
矢
の
形
」
と
い
う
の
が
確
か
な

解
釋
で
あ
る
。

金
文
中
の
「
欮
」
字
を
、
早
期
隷
書
中
の
「
欮
」
字
、「
欮
」
旁
、「
幸
」
字
と

比
べ
る
と
、「
欮
」
旁
の
從
う
「
倒
矢
」
形
と
「
幸
」
字
の
下
半
に
常
見
す
る
表

記
法
は
、「
𢆉
」
形
、「
羊
」
形
と
「

」
形
の
三
類
に
帰
納
す
る
こ
と
が
見
て
取

れ
る
。
両
者
の
變
化
は
平
行
的
で
、ま
た
前
文
に
擧
げ
た
睡
虎
地
秦
筒
中
の
「
幸
」

字
の
下
半
が
「
逆
」、「
朔
」
等
の
字
の
從
う
「

」
旁
と
相
同
す
る
例
（

睡

虎
地
『
秦
律
・
田
律
』、

馬
王
堆
漆
器
、

張
家
山
『
二
年
律
令
』
四
三
〇

な
ど
）
と
同
様
、早
期
隷
書
中
の
「

」
旁
に
常
見
す
る
表
記
法
に
も
ま
た
「
𢆉
」

形
（

張
家
山
『
脈
書
』
二
五
）、「
羊
」
形
（

馬
王
堆
『
天
文
雑
占
』
四
、
四
）

と
「

」
形
（

馬
王
堆
『
老
子
』
乙
一
七
七
）
の
三
類
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
が
『
説
文
解
字
』
の
「
欮
（

）」
の
篆
文
の
字
形
、「
幸
（

）」
の
篆
文

の
字
形
が
と
も
に
變
成
し
て
「

」
に
從
っ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
秦
漢
文
字
中
の
「
幸
」
字
を
元
来
の
表
記
法
と
較
べ
て
分
析

す
る
と
、
上
は
犬
に
從
い
、
下
は
「
倒
矢
」
形
に
從
う
こ
と
が
判
る
。
古
文
字
の

偏
旁
を
左
右
平
列
に
作
る
の
と
、
上
下
重
疊
に
作
る
の
は
區
別
な
く
常
見
す
る
現

象
で
あ
り
、
字
形
に
従
っ
て
看
る
と
「
昭
王
毀
室
」
の
「

」
は
「
幸
」
字
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
こ
の
形
體
の
結
構
及
び
造
字
の
本
義
に
つ
い
て
は
な
お

一
歩
進
ん
だ
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

　
〔
ⅴ
〕
簡
文
三
の
文
意
の
検
討

簡
文
三
の
上
下
の
殘
簡
の
綴
合
の
状
況
を
考
え
て
み
る
と
、

第
一
に
、
第
三
簡
上
段
の
「
僕
の
母
」
の
後
に
辱
字
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

以
下
に

文
が
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
も
し
假
に
こ
の
段
の
簡
文
が
母
親

の
死
亡
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
続
き
に
辱
字
が
あ
る
理
由
が
な
い
と
い
う
の
な

ら
、
辱
字
の
下
に
は
非
常
に
補
足
し
に
く
い

文
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

下
段
の
君
王
云
々
の
話
を
連
續
し
て
讀
ん
で
も
、
通
し
て
下
文
の
文
意
を
と
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
こ
の
篇
に
続
く
「
昭
王
與
龔
之

」
篇
も
五
本
の
竹
簡
で
成
っ
て
い

る
が
、
そ
の
内
の
六
〜
九
簡
は
完
整
な
簡
、
第
十
簡
は
上
下
段
の
殘
簡
が
綴
合
さ

れ
て
い
る
が
、
全
篇
の
文
意
は
繋
が
り
、
中
間
に

簡
は
な
い
。
合
わ
せ
て
一
つ

の
「
昭
王
毀
室
・
昭
王
與
龔
之

」
の
兩
篇
に
、
竹
簡
の

失
問
題
は
な
い
と
い

え
る
。

第
三
簡
の
上
下
兩
段
を
連
續
し
て
讀
む
と
、「
僕
之
毋
辱
君
王
」
の
意
味
は
、「
僕

毋
辱
君
王
（
我
不
侮
辱
君
王
）」
と
な
る
。
特
殊
な
の
は
、主
語
の
「
僕
」
と
動
詞
・

賓
語
の
「
辱
君
王
」
の
間
に
、「
之
」
が
加
え
ら
れ
て
、
句
が
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
主
語
と
動
詞
の
間
に
「
之
」
が
加
わ
っ
た
と
き
の
作
用

は
、句
の
獨
立
性
を
取
り
消
す
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
い
う
と
り
方
で
は
な
く
、

一
定
の
段
落
の
中
で
単
獨
の
成
句
と
な
る
例
も
多
く
、「
予
之
不
仁
也
」（『
論
語
』

陽
貨
）、「
医
之
好
治
不
病
」（『
韓
非
子
』
喩
老
）
等
、
そ
れ
ら
は
例
外
的
な
も
の

で
は
な
い
。
簡
文
を
「
僕
之
毋
辱
君
王
、
不
幸
僕
之
父
之
骨
在
於
此
室
之
階
下
と

讀
む
こ
と
も
、
語
法
上
成
立
す
る
。

「
僕
之
毋
辱
君
王
」
は
、
對
話
の
冒
頭
で
一
つ
の
判
断
を
し
め
す
語
の
色
彩
が

あ
り
、「
我
不
侮
辱
君
王
」
と
は
、喪
服
を
着
て
楚
の
昭
王
に
見
え
る
こ
と
を
言
う
。

稚
人
の
云
う
「
君
之
服
不
可
以
進
」
と
は
、
喪
服
を
着
て
楚
の
昭
王
に
見
え
よ
う
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と
す
る
こ
と
は
、
封
君
に
對
す
る
侮
辱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
此

の
人
は
卜
命
尹
に
先
ず
「
我
不
侮
辱
君
王
」
と
陳
説
し
、
続
い
て
「
不
幸
に
も
我

が
父
親
の
屍
骨
が
こ
の
宮
室
の
臺
階
の
下
に
在
り
、
云
云
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

不
幸
の
語
は
古
今
に
わ
た
っ
て
常
用
さ
れ
、「
不
幸
運
」
の
基
本
義
は
引
申
さ

れ
て
「
不
希
望
」、「
不
願
意
」
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
る
。

以
上
お
よ
そ
五
つ
の
項
目
に
別
け
て
の
論
の
進
め
方
は
緻
密
で
あ
り
、
説
得
力

が
あ
る
。
た
だ
、〔
ⅳ
〕
の
末
尾
に
、「
其
の
形
體
の
結
構
及
び
造
字
の
本
義
に
つ

い
て
は
、
な
お
一
歩
進
ん
だ
研
究
を
待
つ
」
と
い
う
。

落
合
淳
思
氏
の
『
漢
字
字
形
史
小
字
典
』
の
「
幸
」
字
を
検
索
す
る
と
、「

」

字
の
「
𢆉
」
は
、
執
の
左
邊
「
手
枷
」
の
象
形
「
幸
」
の
上
部
が
變
化
し
、「
手

枷
の
外
れ
た
状
態
」
と
な
っ
た
も
の
。
右
旁
の
「
犬
」
は
、
座
っ
て
両
手
を
前
に

出
し
た
人
の
象
形
で
あ
る
「

」
の
誤
り
か
も
し
れ
な
い
と
あ
る
。
右
旁
の
「

」

を
上
部
に
移
し
た
「
𠂷
」
の
表
記
は
、「
僥
倖
に
め
ぐ
り
あ
い
」
幸
い
に
も
「
手

枷
の
外
れ
た
状
態
」
と
な
る
。
造
字
の
本
義
を
示
す
卓
見
で
あ
る
と
思
う
。

（
笠
川
直
樹
）

「
簡
談
對
金
文
〝
蔑
懋
〞
問
題
的
一
些
新
認
識
」

本
論
文
は
ま
ず
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
網
站
に
て
同
題
で

二
〇
一
七
年
五
月
五
日
付
け
で
發
表
さ
れ
（http://w

w
w
.gw
z.fudan.edu.cn/

W
eb/Show

/3039

）、
修
訂
の
後
に
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
編

『
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
』
第
七
輯
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
に

收
録
さ
れ
た
。
金
文
に
見
え
る
い
わ
ゆ
る
「
蔑
曆
」（
こ
の
語
に
つ
い
て
は
論
者

に
よ
っ
て
樣
々
な
表
記
が
あ
る
が
、
本
論
文
に
お
け
る
陳
氏
の
表
記
に
倣
う
）
の

語
は
、
從
來
某
人
の
經
歷
を
稱
え
嘉
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
解
釋
さ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
「
蔑
懋
」（
懋
を
蔑こ
う
む
る
）
と
讀
み
、
勉
勵
を
施
す
、

あ
る
い
は
受
け
る
の
意
味
に
解
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
、
全
編
は
引
言
・

結
語
の
ほ
か
、
四
章
か
ら
な
る
。

「
引
言
」
で
は
、「
蔑
曆
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
數
十
家
が
解
釋
を
試
み
て
き

た
が
、
善
解
が
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
し
こ
こ
十
數
年
、「
蔑
曆
」
に
關
係
す
る

金
文
や
戰
國
竹
簡
と
い
っ
た
新
出
資
料
が
陸
續
と
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
、
本
論
文
で
は
こ
れ
ら
の
新
出
資
料
に
立
脚
し
て
分
析
檢
討
を
進
め
て
い
く
と

す
る
。

「
一
、
關
於
〝
懋
〞
的
釋
讀
」
は
、
從
來
「
曆
」
と
讀
ま
れ
て
き
た
字
の
釋
讀

を
問
題
に
す
る
部
分
で
、
二
節
に
分
か
れ
る
。

「（
一
）
與
〝
廉
〞
相
聯
繋
認
同
之
新
説
恐
不
可
信
」
で
は
、「
曆
」
と
さ
れ
る

字
は
、「

」
聲
の
字
で
「
歷
」
と
讀
む
と
す
る
説
と
、「
𤯍
」
字
と
す
る
説
の
二

説
に
分
か
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
前
者
の
影
響
が
大
き
い
が
、
そ
の
實
文
字
學
上

最
も
道
理
が
な
い
と
す
る
。

そ
し
て
清
華
簡
『
繋
年
』
第
一
四
簡
に
見
え
る
「
飛
廉
」
の
「
廉
」
字
に
つ
い

て
取
り
上
げ
る
。『
繋
年
』
公
表
以
來
、
こ
の
字
形
が
金
文
の
「
曆
」
と
同
樣
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
研
究
者
が
こ
れ
と
結
び
つ
け
て
議
論
し
て
き
た
。「
曆
」

字
は
、
こ
の
字
を
「
𤯍
」
と
し
た
う
え
で
、「
甘
」
聲
の
字
と
見
て
、「
兼
」
聲
の

「
廉
」
と
音
通
で
處
理
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
陳
氏
は
、

こ
の
字
形
を
「
廉
」
あ
る
い
は
「
𠪊
」
字
の
省
體
に
從
い
、
こ
れ
が
聲
符
と
な
っ

て
い
る
と
す
る
。
以
下
で
は
、
左
塚
楚
墓
漆

方
框
第
四
欄
の
文
字
（
參
考
圖
版



一
七
一

漢
字
學
硏
究　

第
八
號

①
）
な
ど
戰
國
文
字
の
字
形
か
ら
、「
廉
」「
𠪊
」
字
の
省
變
の
過
程
を
た
ど
っ
て

い
る
。

「（
二
）
與
〝
楙
〞
相
聯
繋
之
説
補
證
」
は
、
1
〜
3
の
三
項
目
か
ら
な
る
。

1
で
は
、
ま
ず
「
曆
」
に
あ
た
る
字
に
つ
い
て
、
殷
末
・
西
周
早
期
の
早
い
時

期
の
字
形
は
「
林
」
の
閒
に
、
古
文
字
の
「
土
」
に
似
た
「
丄
」
形
が
あ
る

「

」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
參
考
圖
版
②
）。
こ
れ
は
從
來
古
文
の

「
野
」
に
あ
た
る
「
埜
」
に
從
う
と
さ
れ
て
き
た
が
、「
丄
」
は
「
土
」
で
は
な
い

と
批
判
す
る
。
金
文
の
「
懋
」
字
に
「
矛
」
に
從
う
も
の
と
「
丄
」
に
從
う
も
の

の
二
つ
の
寫
法
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
（
參
考
圖
版
③
）、「
丄
」
は
「
土
」
雄
牛

の
陽
を
象
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
「
牡
」
で
あ
る
と
す
る
。「

」
は
「
楙
」
の

異
體
で
あ
り
、「

」
は
そ
の
「
懋
」
の
「
楙
」
の
異
體
か
ら
聲
を
得
た
字
で
、

直
接
「
懋
」
と
讀
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
從
來
「
蔑
曆
」
と
讀
ま
れ

て
き
た
語
は
「
蔑
懋
」
と
讀
む
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「

」
に
は
別
に
本

字
の
「
懋
」
が
存
在
す
る
が
、「
蔑
」
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
成
語
・
用
字
習
慣
と

し
て
固
定
さ
れ
た
と
す
る
。

2
で
は
、
一
般
に
高
位
者
が
低
位
者
に
對
し
て
行
う
「
蔑
曆
」
の
例
外
と
さ
れ

る
伯
碩
父
鼎
（
銘
圖
二
四
三
八
）
の
「
白
（
伯
）
碩
父
、
𤕌
（
申
）
姜
其
受
萬
福

無
彊
（
疆
）、
𥣫
（
蔑
）
天
子
愃
」
の
例
に
つ
い
て
檢
討
す
る
。「
愃
」
字
は
「
睦
」

字
が
こ
れ
か
ら
聲
を
得
て
い
る
よ
う
に
、「
懋
」
と
古
音
が
近
く
、音
通
す
る
と
し
、

「
𥣫
（
蔑
）
天
子
愃
（
懋
）」
は
「
受
天
子
休
」（
天
子
の
休
を
受
く
）
な
ど
の
類

例
と
な
り
、
伯
碩
父
ら
が
天
子
の
「
懋
」
を
受
け
た
の
意
と
な
る
こ
と
を
確
認
す

る
。3

は
清
華
簡
『
越
公
其
事
』
の
「
𡐰
」
字
の
用
例
に
つ
い
て
檢
討
す
る
（
參
考

圖
版
④
）。
た
と
え
ば
第
三
二
簡
の
「
亓
（
其
）
見
蓐
（
農
）
夫
老
弱
堇
（
勤
）

𡐰
者
、
王
必

（
飲
）
飤
（
食
）
之
」（
其
の
農
夫
の
老
弱
に
し
て
勤つ

と
む懋
る
者
を

見
れ
ば
、
王
、
必
ず
之
に
飲
食
せ
し
む
）
の
よ
う
に
、
こ
の
字
を
「
懋
」
と
讀
ん

で
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。「
𡐰
」
字
は
兩
木
の
部
分
が
兩
禾
に
變
わ
り
、

「
曰
／
甘
」
が
省
略
さ
れ
た
も
の
で
、
清
華
簡
に
見
ら
れ
る
、
早
期
の
古
文
字
の

特
殊
な
異
體
と
用
字
習
慣
が
繼
承
さ
れ
た
「
存
古
」
現
象
に
屬
す
る
も
の
と
す
る
。

以
上
の
議
論
に
よ
り
、
從
來
「
曆
」
と
さ
れ
て
き
た
字
が
、
從
う
所
の
聲
符
が

「
楙
」
の
異
體
で
あ
り
、「
懋
」
と
讀
む
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
す
る
。

「
二
、〝
蔑
懋
〞
辭
例
的
結
構
分
析
」
は
「
蔑
懋
」
の
構
文
に
つ
い
て
論
ず
る
部

分
で
、
二
節
か
ら
な
る
。

（
一
）
で
は
、
ま
ず
「
蔑
懋
」
は
「
賜
休
」（
休
を
賜
う
）
な
ど
と
同
樣
に
動
詞

と
目
的
語
の
組
み
合
わ
せ
と
な
る
と
す
る
。「
蔑
懋
」
の
構
文
で
よ
く
見
ら
れ
る

「
A
（
高
位
者
）
蔑
B
（
低
位
者
＝
器
主
）
懋
」
は
、二
重
目
的
語
の
構
文
で
あ
り
、

「
A
」
が
施
事
主
語
、
器
主
を
示
す
「
B
」
が
閒
接
目
的
語
、「
懋
」
が
直
接
目
的

語
と
な
り
、A
・
B
は
省
略
可
で
あ
る
と
す
る
。「
B
（
器
主
）
蔑
懋
」
の
構
文
は
、

B
が
受
事
主
語
と
な
る
被
動
態
で
あ
る
。
こ
の
構
文
を「
自
ら
勉
勵
す
る
」「
自
伐
」

の
意
味
で
解
す
る
説
は
誤
り
と
す
る
。
あ
る
い
は
「
蔑
懋
于
某
」
と
、「
于
」
が

つ
い
て
施
動
者
を
引
き
出
す
こ
と
も
あ
る
。

（
二
）
は
、「（
A
）
蔑
B
懋
」
が
二
重
目
的
語
の
構
文
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

の
補
論
と
な
る
。
三
項
目
に
分
か
れ
る
。

1
で
は
、「
懋
」
が
つ
か
ず
「
蔑
」
が
單
獨
で
用
い
ら
れ
る
場
合
も
、
免
盤
（
集

成
一
〇
一
六
一
）
の
「
免
蔑
靜
女
王
休
」（
免
、
靜
女
に
王
の
休
を
蔑
る
）
の
よ

う
に
二
重
目
的
語
を
と
る
こ
と
が
あ
る
の
を
を
確
認
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
蔑
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某
懋
」
が
二
重
目
的
語
の
構
文
で
あ
る
補
證
と
す
る
。

2
で
は
、梁
其
鐘
（
集
成
一
八
七
〜
一
九
二
）
の
「
用
天
子
寵
蔑
梁
其
懋
」（
用

て
天
子
、寵
し
て
梁
其
に
懋
を
蔑
る
）
の
「
寵
蔑
」
の
よ
う
な
例
は
、「
休
賜
」「
光

賞
」な
ど
と
同
じ
く
類
似
の
意
味
の
動
詞
を
連
用
す
る
形
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

3
で
は
、
鍵
と
な
る
曶
簋
（
銘
圖
五
二
一
七
）
の
「
加
曶
懋
」
の
釋
讀
に
つ
い

て
議
論
す
る
。
從
來
は
「
加
」
字
を
「
嘉
」
と
讀
み
、「
曶
の
歷
を
嘉よ

み

す
」
な
ど

と
釋
讀
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
字
の
ま
ま
に
「
加
」
と
讀
む
の
で
あ
る

と
主
張
す
る
。「
加
」
字
は
「
施
加
」
の
「
加
」
の
意
で
、「
賜
」「
賞
」「
休
」
の

よ
う
に
具
體
的
な
賞
賜
の
動
作
を
示
す
言
葉
と
な
る
し
、
傳
世
文
獻
か
ら
も
そ
の

用
例
を
示
す
。

「
三
、〝
蔑
〞
的
詞
義
」
は
「
蔑
」
の
字
義
に
つ
い
て
議
論
し
た
部
分
で
、
四
節

か
ら
な
る
。

（
一
）
で
は
、「
加
」
字
と
「
蔑
」
字
は
意
義
上
、
用
法
上
、
と
も
に
類
似
し
て

い
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
更
に
類
例
と
し
て
「
被
」
字
を
取
り
上
げ
る
。「
被
」

字
は
「
覆
被
」
の
意
か
ら
引
申
し
て
「
施
加
」
の
意
が
生
じ
、
や
は
り
二
重
目
的

語
を
と
る
。
閒
接
目
的
語
の
前
に
受
事
主
語
が
く
る
と
い
う
こ
と
で
、「
被
動
態
」

の
「
被
」
の
意
味
の
來
源
と
な
っ
た
と
す
る
。
最
後
に
『
史
記
』
高
祖
本
紀
「
高

祖
被
酒
」（
高
祖
、
酒
を
被
る
）
の
正
義
に
「
被
、
加
也
」
と
あ
る
よ
う
な
例
や
、

「
被
兵
」
と
「
加
兵
」
の
よ
う
に
、
傳
世
文
獻
中
か
ら
兩
字
が
互
訓
と
な
る
事
例

を
紹
介
す
る
。

（
二
）
で
は
、「
蔑
」
字
の
本
義
は
「
物
を
覆
う
巾
」
の
意
味
の
「

」
で
あ
り
、

「
覆
被
」
の
よ
う
な
意
味
か
ら
引
申
し
て
「
施
加
」
の
意
味
が
生
じ
た
の
で
は
な

い
か
と
指
摘
す
る
。

（
三
）
で
は
、
清
華
簡
『
皇
門
』「
子
孫
用
𥣫
（
蔑
）
被
先
王
之
耿
光
」（
子
孫

用
て
先
王
の
耿
光
を
蔑こ

う
む被
る
）
を
、「
蔑
」
字
と
「
被
」
字
の
意
味
が
類
似
す
る

ダ
メ
押
し
の
證
據
と
し
て
擧
げ
る
。
こ
れ
は
意
味
の
近
い
字
が
連
用
さ
れ
た
事
例

と
な
る
。

（
四
）
は
、
補
足
と
し
て
『
尚
書
』『
逸
周
書
』
の
諸
篇
に
見
え
る
「
蔑
」
字
と

「
萬
」
聲
あ
る
い
は
「
曼
」
聲
の
字
と
の
關
係
に
つ
い
て
論
じ
る
。「
曼
」
聲
に
從

う
字
に
は
多
く
「
覆
被
」
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
幔
」
は
「
覆
」

の
意
味
で
あ
り
、「

」
と
音
義
が
近
い
。
よ
っ
て
「
曼
」
字
は
「
蔑
」
字
と
音

義
が
近
い
同
源
の
語
で
あ
る
と
す
る
。

最
後
に
朕
簋
（
集
成
四
二
六
一
）
に
見
え
る
「
隹
（
唯
）
朕
又
（
有
）
蔑
」

（
唯こ

れ
朕
に
蔑
有
り
）
の
「
有
蔑
」
の
語
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
こ
の
「
蔑
」

字
は
名
詞
で
あ
り
、
動
詞
の
「
有
」
の
目
的
語
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
句
は
器
主

が
周
王
の
「
覆
被
」
を
受
け
る
事
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
と
な
り
、「
蔑
」

字
は
引
申
し
て「
庇
佑
」「
休
美
」な
ど
に
近
い
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は「
人

が
木
陰
で
休
息
す
る
」
が
本
義
で
あ
る
「
休
」
字
が
引
申
し
て
、
高
位
者
が
低
位

者
を
「
陰
庇
」
す
る
、
更
に
引
申
し
て
「
庇
佑
」「
賞
賜
」「
休
美
」
等
の
意
味
と

な
る
の
と
類
似
し
て
い
る
と
す
る
。

「
四
、〝
懋
〞
的
詞
義
及
〝
蔑
懋
〞
的
理
解
」
は
、
殘
る
「
懋
」
字
の
字
義
に
つ

い
て
論
じ
る
。「
懋
」
字
は
「
勉
」
が
常
訓
で
あ
り
、
自
分
が
努
力
す
る
と
い
う

用
法
と
、
他
人
を
勉
勵
す
る
と
い
う
二
つ
の
用
法
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
後
者
の

用
法
は
、
更
に
財
貨
・
器
物
・
官
爵
な
ど
具
體
的
な
事
物
が
と
も
な
う
こ
と
が
多

く
、
褒
賞
の
意
味
と
近
い
と
す
る
。
こ
れ
は
事
後
に
行
わ
れ
る
も
の
と
事
前
に
行

わ
れ
る
も
の
に
二
分
さ
れ
る
。
任
鼎
（
銘
圖
二
四
四
二
）
に
は
二
度
「
蔑
懋
」
が
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見
え
る
が
、
最
初
の
「
任
蔑
𤯍
（
懋
）」（
任
、
懋
を
蔑
る
）
は
事
前
に
行
わ
れ
る

激
勵
で
、「
王
事
（
使
）
孟
聯
父
蔑
𤯍
（
懋
）」（
王
、
孟
聯
父
を
し
て
懋
を
蔑
ら

し
む
）
は
事
後
の
褒
賞
と
指
摘
す
る
な
ど
、
金
文
中
よ
り
い
く
つ
か
の
用
例
を
確

認
す
る
。
最
後
に
、長

（
集
成
九
四
五
五
）
の
「
長

蔑
𤯍
（
懋
）」（
長

、

懋
を
蔑
る
）
は
、
他
の
銘
文
に
見
え
る
「
王
曰
「
休
」」（
王
曰
く
、「
休
な
り
」）

と
同
じ
く
、
口
頭
で
の
褒
賞
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

「
結
語
」
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。

「
蔑
曆
」
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
類
似
の
文
例
を
含
ん
だ
前

引
の
曶
簋
が
公
表
さ
れ
た
り
、
戰
國
竹
簡
に
關
係
の
字
形
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
新
出
資
料
を
用
い
た
研
究
が
盛
ん
に
發
表

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
論
文
は
そ
う
し
た
研
究
の
中
で
の
決
定
版
と
言
え
る

も
の
で
あ
る
。「
蔑
曆
」
研
究
に
お
い
て
は
、「
蔑
」
字
は
「
美よ

み

す
る
」
の
意
味
の

「
伐
」
と
通
用
し
、「
𤯍
」
字
を
「
經
歷
」
の
「
歷
」
と
解
し
た
唐
蘭
の
「「
蔑
𤯍
」

新
詁
」（『
唐
蘭
先
生
金
文
論
集
』、
紫
禁
城
出
版
社
、
一
九
九
五
年
。
初
出

一
九
七
九
年
）
が
研
究
の
劃
期
と
さ
れ
て
き
た
が
、
本
論
文
も
こ
れ
と
と
も
に
劃

期
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

引
用
金
文
著
録
簡
稱

集
成
―
中
國
社
會
科
學
院
考
古
研
究
所
編『
殷
周
金
文
集
成（
修
訂
增
補
本
）』（
中

華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）

銘
圖
―
呉
鎮
烽
編
著
『
商
周
青
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
）

參
考
圖
版

※　

圖
版
は
す
べ
て
本
論
文
の
ウ
ェ
ブ
版
（http://w

w
w
.gw
z.fudan.edu.cn/W

eb/Show
/

3039

）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
佐
藤
信
弥
）
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